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（１）弘前市総合計画策定会議
　新しい総合計画を策定するために設置した、市の職員からなる会議です。

■弘前市総合計画策定会議規則
（設置）
第１条　本市における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための計画（以下「総
　合計画」という。）を作成するため、弘前市総合計画策定会議（以下「策定会議」
　という。）を置く。

（所掌事務）
第２条　策定会議は、次の事務を処理する。

（１）　総合計画の作成に関すること。
（２)　総合計画の作成のため必要と認められる事項の連絡及び調整に関すること。
（組織）
第３条　策定会議は、議長、参与及び委員をもって組織する。
２　議長は副市長を、参与は教育長をもって充てる。
３　委員は、職員のうちから市長が指名する。
４　委員に事故があるとき又は委員が不在のときは、あらかじめ委員の指名する職
　員がその職務を代理する。

（議長）
第４条　議長は、会務を総理する。
２　議長に事故があるとき又は議長が不在のときは、あらかじめ議長の指名する委
　員がその職務を代理する。

（参与）
第５条　参与は、総合計画の作成に当たり、専門的事項について意見を述べる。

（会議）
第６条　策定会議の会議は、必要に応じて議長が招集する。

（部会の設置）
第７条　策定会議に、専門的調査、総合計画案の作成等を行わせるため、部会を置
　くことができる。

（部会の組織）
第８条　部会は、部会長及び部会員をもって組織する。
２　部会長は、策定会議の委員のうちから議長が指名する。
３　部会員は、職員のうちから議長が指名する。
４　部会員に事故があるとき又は部会員が不在のときは、あらかじめ部会員の指名
　する職員がその職務を代理する。

（部会長）

 1. 策定の経過について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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第９条　部会長は、議長の指揮のもとに部会を統括する。
２　部会長に事故があるとき又は部会長が不在のときは、あらかじめ部会長の指名
　する部会員がその職務を代理する。

（部会の会議）
第 10 条　部会の会議は、必要に応じて部会長が招集する。

（庶務）
第 11 条　策定会議の庶務は、企画部企画課において処理する。

（委任）
第 12 条　この規則に定めるもののほか、策定会議の運営に関して必要な事項は、
　議長が定める。

■構成員名簿
　議　長　副市長　鎌田　雅人
　参　与　教育長　吉田　健
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■活動の記録

（２）総合計画審議会の経過
　弘前市における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための計画の策定のために、
市長の諮問に応じ、必要な事項を審議するために条例に基づき設置するものです。

■弘前市総合計画審議会運営規則
（趣旨） 
第１条 この規則は、弘前市附属機関設置条例（平成 26 年弘前市条例第２号）第５
　条の規定に基づき、弘前市総合計画審議会（以下「審議会」という。）の運営に
　関して必要な事項を定めるものとする。 

（委員） 
第２条 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
２ 委員は、再任されることができる。 

（会長） 
第３条 審議会に会長を置き、会長は委員の互選により定める。 
２ 会長は、会議の議長となり、会務を総理する。 
３ 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員
　がその職務を代理する。 

（会議） 
第４条 審議会の会議は、会長が招集する。 
２ 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。 
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３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決すると
　ころによる。 

（庶務） 
第５条 審議会の庶務は、企画部企画課において処理する。 

（委任） 
第６条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関して必要な事項は、市長が
　定める。 
　
■弘前市総合計画審議会委員
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■活動の記録
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（３）My ひろさき創生市民会議の経過
　本計画策定に際し、市民会議での意見・提案等を反映させた計画とするため、
2016（平成 28）年度に、ふるさと弘前について、新たな価値、魅力、資源等やま
ちづくりの方向性等について市民が主体となって話し合う場として、延べ 161 人の
市民に参加いただき、「My ひろさき創生市民会議」を開催しました。

■活動の記録
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（４）市民や各種団体との意見交換会の経過
　本計画の策定に際し、市民や各種団体からの意見・提案等を反映させた計画とす
るため、2017（平成 29）年度に、意見交換会を開催しました。

■市民意見交換会の活動記録
　26 地区（町会連合会単位）、614 人の市民に参加いただき、意見交換会を実施し
ました。
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■各種団体意見交換会の活動記録
　全 15 分野、延べ 164 団体、316 人の市民に参加いただき、意見交換会を実施し
ました。

※ My ひろさき創生市民会議、市民意見交換会、市政懇談会、各種団体意見交換会、
　合わせて延べ 1,091 人の市民の皆様にご参加いただき、各会議・意見交換会での
　市民の皆様からのご意見を、本計画策定の参考とさせていただきました。
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（５）将来都市像策定のための市民会議の経過
　本計画の策定に際し、弘前市の目指すべき将来の都市像について市民の視点から
検討するため、2018（平成 30）年度に「みんなでえがく みんなではなす ひろさ
きの未来 ～将来都市像策定のための市民会議～」を開催しました。会議では、延べ
86 人の市民に参加いただき、将来都市像のキャッチコピーの原案や将来都市像に込
めた思いが提案されました。

■活動記録（進行役：弘前大学大学院地域社会研究科　土井良浩 准教授）
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（６）本計画策定までの流れ
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